[bookmark: _Hlk228284585]「技術系企業情報発信会」企画・運営業務委託仕様書

１　業務名
[bookmark: _Hlk228284780]令和８年度「技術系企業情報発信会」 企画・運営業務

２　業務目的
[bookmark: _Hlk228284757][bookmark: _Hlk230098625]本業務は、福岡県内の技術系企業（以下、「企業」という）の魅力を生徒、学生及び教員に広く発信し、具体的な技術や仕事内容への理解を深める機会を提供することで、県内技術系産業への人材定着及び確保に寄与することを目的とする。

３　業務委託期間
契約締結の日から令和９年３月３１日まで

４　委託業務の内容
（1） 企画立案
委託業務の構成、タイムスケジュール、委託業務の運営マニュアルの作成、その他運営に係るスタッフの手配等を含む。
（2） 参加者及び企業の募集・確保
　　ア　技術系企業情報発信会（以下、「情報発信会」とする）の参加対象者は概ね次のとおりとする。
1 高等学校生（１年生及び２年生）
※工業高等学校の生徒については、機械系、工学系、情報系、電気系の学科の生徒を対象とする。
2 高等専門学校生
3 大学生
4 大学院生
5 教員
イ　参加企業は県内技術系企業とし、５０社程度を募集すること。
ウ　参加者への周知、広報のため、本業務の専用ページを作成し、開催概要等を掲載すること。
エ　専用ページには、申込フォームを整備するなど、ページ上で参加申し込みが可能な機能を付与すること。なお、申込フォームは、技術人材育成室（以下「発注者」という）が随時アクセスでき、結果や進捗を確認できる仕様にすること。
オ　専用ページのリンクは県ホームページでも掲載するため、管理者専用画面を設け、ブラウザを通じてID及びパスワード認証にて県職員がログインできる仕様にすること。
カ　募集に当たっては、多くの参加を促すため、適切な広報媒体を用いて効果的な広報を行うこと。
キ　各企業が求める人材に応じて、特定の学科の生徒を重点的に募集するなど、創意工夫を行うこと。
（3） 会場の選定・確保
情報発信会の規模・目的に適した会場を選定・確保すること。
（4） 会場設営・運営等
会場レイアウト、ブース配置、動線等の提案、会場の設営及び撤去、必要な機材の確保、高等学校については希望があればバスの借り上げ、情報発信会の受付、進行等
（5） 参加者及び企業へのフォロー
　　ア　受入企業及び参加者に対しては、当日の流れ等を事前に案内すること。
　　イ　参加企業に対し、「新規学校卒業者の採用手引」（福岡労働局）や政府の「就職・採用活動に関する要請」を踏まえたガイドラインを作成し、参加者に合わせた説明対応を行うよう徹底した指導・周知を行うこと。
ウ　受入企業及び参加者に対するアンケートを実施し、企画運営の参考とするとともに、技術人材育成室へアンケート結果を報告すること。
（6） 実績報告書の作成
委託業務完了の日から起算した１０日を経過した日または令和９年３月３１日のいずれか早い日までに、事業実績報告書（様式は任意）を提出して検査を受けること。
なお、事業実績報告書には次の項目を含まなければならない。
○　委託業務の実施内容
○　その他、事業実施の説明に必要と考えられる資料
※　上記書類は、紙媒体（Ａ４判）及び電子ファイル（Word、Excel、PowerPointいずれかのファイル形式及びPDF形式）にて提出すること。
５　開催日時・場所
・開催日時：令和９年２月頃を目途に発注者と協議の上決定　
　　　　　　なお実施は平日の１日のみとする。
・場所： 受注者からの提案により発注者と協議の上決定

６　進捗報告
・参加者の申込状況等、発注者からの進捗状況に関する問い合わせに対し、スムーズに報告できる体制を整えること。
・本業務の実績、進捗状況、業務運営に当たっての課題・問題点等については、終了後に受託事業者で検討を行い、発注者からの要求の有無に関わらず、随時報告すること。

７　再委託について
　　本業務の実施において再委託を行う場合は、事業者の選定は公正に行い、あらかじめ発注者に書面で承認を得ること。
また、再委託事業者へ研修会等を実施し、進捗管理の徹底及び事業間連携を図ること。

８　苦情対応体制の整備
（１）本業務の実施に係る苦情対応体制を整備し、業務開始前に書面により発注者に報告すること。なお、苦情対応体制の整備に当たっては、苦情対応責任者（正・副）、報告・連絡体制を盛り込むこと。
（２）本業務の実施に当たって、苦情等が発生した場合は、速やかに発注者へ報告の上、対応について協議するとともに、苦情等の申出者に対しては誠実な対応に努めること。
（３）苦情対応を行った場合は、その経過、対応策及び今後の業務改善策や問題・課題解決策を取りまとめ、文書により速やかに発注者へ報告すること。

９　実施に当たっての留意事項
（１）本事業の実施に当たっては、発注者の監督・指示に従わなければならない。また、発注者からの質問や臨時の検査、資料の提示等の指示に従わなければならない。
（２）事業の実施に当たっては、関係法令及び福岡県の条例等を遵守すること。
（３）事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うこと。
（４）本事業に関し、受入企業や参加者の情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、事業の目的の達成に必要な範囲内で行うこと。
（５）本業務により得られた成果は、発注者に帰属するものとする。
（６）発注者が事業の運営上必要な措置を講ずるべき事案が発生したと判断した場合は、受託事業者は、発注者の指示に基づき迅速かつ適切に対応しなければならない。
（７）そのほか、本仕様書に定めのない事項については、発注者と受託事業者が協議し、決定するものとする。
